
群馬県若年優秀技能者表彰事務処理要領  

 

第ｌ 趣 旨 

 この事務処理要領は、群馬県若年優秀技能者表彰要綱（平成２４年１２月１日）に基づ

き、技能者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２ 表彰の名称 

 群馬県若年優秀技能者表彰の愛称は「ぐんま明日の名工」とする。 

第３ 被表彰候補者 

 市町村、群馬県商工会連合会、県内各商工会議所、群馬県中小企業団体中央会、群馬県

経営者協会、群馬県職業能力開発協会及び群馬県技能士会連合会の代表者（以下「市町村

長等」という）は、次の各項のすべてに該当する者のうちから、被表彰候補者を選定して

知事に推薦するものとする。 

（１） 表彰に係る技能について、１級又は単一等級の技能検定に合格し、合格後その技    

能を要する職業に２年以上従事する４０歳以下の者又はこれと同等以上の優れた技    

能を有すると知事が特に認める者（※伝統工芸士を含む。）であること。（経験年数・年

齢は、表彰年度の属する４月１日現在とする。  ） 

※伝統工芸士とは、「群馬県ふるさと伝統工芸士認定要綱（平成１１年７月９日制     

定）」で認定する者をいう。 

（２） 技能五輪大会又は技能グランプリ等、全国規模の技能競技会に出場経験のある者 

（３） 表彰に係る技能について、現役性があること。 

（４） 県内に居住している者又は就業している者であること。 

（５） 技能を通じ、後進技能者の育成に尽くした者又は作業の改善及び生産性の向上に    

貢献した者であること。 

（６） 勤務実績・日常行為等において、他の模範と認められる者であること。 

（７）  「ぐんま明日の名工」として、県や各種業界団体が行う技能者育成活動等に参     

画できる者 

第４ 推薦手続 

 市町村長等が、被表彰候補者を知事に推薦する場合は、次の書類を提出して行うものと

する。 

（１）推薦書（様式１号） 

（２）推薦調書（様式２号） 

（３）履歴書（様式３号） 

（４）その他の資料 

 その他の資料としては、技能検定合格証書（写）のほか次に掲げるような被表彰候補者

の最も高く評価されている技能の程度及び功績を立証又は証明することのできる資料をで

きる限り収集し、添付すること。 

 イ 本人の功績に関する新聞、雑誌又は業界紙の記事等 

 ロ 本人の製作物、発明、考案、改善等に関する説明書、図面、写真等 

 ハ 特許、実用新案等については、発明者名（共同の場合は、担当分野を明らかにする   

こと）、所有者名、内容、取得年月日を明らかにする資料並びに証書の写し等 

 

 付   則 

１ この要領は、平成２４年１２月 １日から実施する。 

２ この要領は、平成２７年 ６月２４日から実施する。 


